
 

一般社団法人薬学教育協議会北海道地区調整機構支部運営規則 

（北海道地区調整機構運営規則） 

 

第１章 総 則 

（通則） 
第１条 この規則は、一般社団法人薬学教育協議会（以下、「この法人」という。）の定 
   款第２条第２項の規定に基づき設置する北海道地区調整機構（北海道支部、以下、 
   「支部」という。）の組織及び運営についての事項を定めるものである。 
  ２ 支部は、従たる事務所を札幌市豊平区平岸１条８丁目５－１２ 北海道薬事会館内 
   に置く。 

 

（運営方針） 

第２条 支部は、この法人の運営方針に従い、その指導の下、必要な事業を行うことを目

的とする。 

第２章 事 業 

（事業） 

第３条 支部は、法人の定款に定める目的を達成するため、定款に定められた事業のうち、

薬学教育の正規の課程として実施される病院・薬局実務実習の充実・改善と円滑な

実施にかかる以下の事業を行う。 

 （１）薬学教育に関する調査・研究・評価 

 （２）薬学教育カリキュラムの検討 

 （３）薬学教育者研修会等の実施 

 （４）薬学部学生の病院・薬局実務実習の調整 

 （５）病院・薬局実務実習の充実・改善と円滑な実施にかかるその他の事業 

第３章 会 員 

（会員の種別・資格） 

第４条 支部の会員の資格は、次のとおりとする。 

  （１）大学支部正会員 北海道に所在地を有するこの法人の大学正会員 

  （２）団体支部正会員 北海道において第３条の事業を、この法人の団体正会員と連

携して実施する団体 

 （３）認定支部会員  支部総会で認めた団体及び個人 

 ２ 認定支部会員の資格は２年ごとに見直しする。 

（支部委員） 

第５条 支部正会員は、支部総会においてその組織を代表する者（以下、「支部委員」、

２名とする。）を定め、北海道地区調整機構委員長（以下、「支部長」という。）

に届け出なければならない。 

  ２ 前項の支部委員を定めるときは、予め１名を議決権行使者、他の１名をその代理

権者として支部長に届け出るものとする。 

  ３ 支部委員を変更したときは、支部正会員は、速やかに所定の変更届を支部長に届

け出なければならない。 



 

（入退会） 

第６条 支部に入会しようとする者は、入会申込書を支部長に提出するものとする。ただ 

し、第４条（１）及び（２）の支部正会員については入会申込書の提出は不要とす

る。 

  ２ 支部長は、提出された入会申込書に基づき、支部役員会の承認を得て支部総会に

おいて入会の諾否を決し、その結果を申込者に通知するとともにこの法人の代表理

事に報告する。 

  ３ 退会するものは、退会届を支部長に提出するものとする。 

（会費） 

第７条 支部の事業活動に経常的に生ずる費用に充てるため、支部会員は、支部会員にな 

った時及び毎年、支部総会において別に定める会費を納入しなければならない。 

第４章 支部役員等 

（役員等） 

第８条 支部の運営のために、次の役員を置く。 

  （１）支部長（北海道地区調整機構委員長）１名 

  （２）副支部長             ４名以内 

  （３）運営委員            １６名以内 

  （４）監事               ２名以内 

  ２ 前項（１）以外の役員の定数は、支部総会の議決を経て別に定める。 

  ３ 支部に会計及び出納責任者を置く。 

（選任等） 

第９条 支部長は、支部総会において、候補者を選出することとし、選出された候補者に 

ついて代表理事がこの法人の理事会の承認を得て委任するものとする。 

  ２ 副支部長及び運営委員は、支部長の推薦する委員を候補者として、支部総会にお

いて選任するものとする。この場合、予め支部長の代行権者の優先順位を定めてお

くこととする。 

 ３ 監事は支部長の推薦する支部委員又は認定支部委員（個人）を候補者として、支

部総会において選任するものとする。ただし、監事は支部の他の役員を兼ねること

はできない。 

  ４ 会計責任者は、支部長とする。 

  ５ 出納責任者は、支部役員の中から支部長が指名する。 
（職務） 

第１０条 支部長は、支部を代表し、支部に関する会務を総理する。 

  ２ 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるとき又は支部長が欠けたときは、 

その職務を代行する。 

  ３ 運営委員は、役員会を構成し、支部の業務を分担するとともに、別に定める決議

に加わる。 

  ４ 監事は、役員の職務の執行及び支部会計を監査し、法令に定めるところにより監

査報告をする。また、役員会に出席し、その職務について意見を述べる。 

  ５ 出納責任者は、支部の入出金に関する事務を管理する。 



 

（任期） 

第１１条 役員の任期は、選任後２年以内に終了する最終事業年度の通常支部総会終結の

時までとする。ただし、再任を妨げない。 

  ２ 補欠又は増員により選任された役員の任期は、すでに選任されている他の役員の

残任期間と同一とする。 

  ３ 役員は、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、 

その職務を行わなければならない。 

（解任） 

第１２条 役員は、いつでも、支部総会の決議によって解任することができる。ただし、 

支部長の解任はこの法人の理事会の承認を得て代表理事が行う。 

（報酬） 

第１３条 役員（支部長、副支部長、運営委員及び監事）は無報酬とする。 

第５章 支部総会及び支部役員会 

（支部総会） 

第１４条 支部総会は、支部委員及び認定支部会員をもって組織する。 

  ２ 支部総会は、通常支部総会と臨時支部総会とする。 

  ３ 支部総会の議長は、支部長がこれにあたる。 

  ４ 支部正会員は支部総会において１個の議決権を有し、予め届け出た議決権行使者

がこれを行使する。 

  ５ 認定支部会員は支部総会において１個の議決権を有する。 
  ６ この法人の代表理事及び代表理事の指名する理事は、支部長の求めにより、支部

総会に出席することができる。 

（支部総会の招集） 

第１５条 支部長は、毎年４月に通常支部総会を招集する。また、必要に応じ、臨時支部 

総会を招集する。 

  ２ 支部総会の議案、定足数等、運営に関する規則は別に定める。 

（支部総会の決議） 

第１６条 支部総会は、本規則に定めるものの他、次の事項を決議する。 

  （１）事業計画及び収支予算に関する事項 

  （２）事業報告及び収支決算に関する事項 

  （３）認定支部会員の入会に関する事項 

  （４）その他、支部の運営に関する事項 

  ２ 支部総会の決議は、支部正会員及び認定支部会員の過半数が出席し、その過半数

をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。 

（支部役員会） 

第１７条 支部役員会は、支部長、副支部長、運営委員、監事をもって構成し、構成員の 

過半数の出席を要する。 

  ２ 支部役員会の議長は、支部長がこれにあたる。 

  ３ 支部役員会の運営に関する規則は別に定める。 
 



 

（支部役員会の招集） 

第１８条 支部長は、必要に応じて支部役員会を招集する。 

（支部役員会の決議） 

第１９条 支部役員会は、本規則に定めるものの他、次の事項を決議する。 

  （１）支部総会に付議すべき事項 

  （２）支部総会の決議した事項の執行に関する事項 

  （３）その他、支部総会の決議を要しない会務の執行に関する事項 

  ２ 支部役員会の決議は、議長及び監事を除く出席役員の過半数をもって行い、可否

同数のときは議長が決するところによる。 

（議事録） 

第２０条 支部総会の議事録は、支部長及び出席委員２名以上の記名押印の上、これを保 

存する。 

２ 支部役員会の議事録は、支部長及び出席委員１名以上の記名押印の上、これを保

存する。 

（委員会） 

第２１条 支部は、業務の円滑化を図るため、委員会等の設置をすることができる。 

  ２ 委員会等に関する事項は支部役員会が別に定める。 

第６章 資産及び会計 

（資産の構成及び管理） 

第２２条 支部の資産は、次の各号をもって構成する。 

  （１）本部からの交付金 

  （２）支部会費 

  （３）事業に伴う収入 

  （４）資産から生じる果実及びその他の収入 

  （５）寄付金品 

  ２ 支部の資産は支部長が管理する。 

（経費の支弁） 

第２３条 支部に必要な経費は、支部の資産をもって支弁する。 

（事業計画及び収支予算書） 

第２４条 支部の事業計画及び収支予算書は、毎年２月末までに支部役員会の承認及び支 

部総会の決議を経て、支部長が決める。 

  ２ 前項の収支予算書は、毎年２月末までに、支部長がこの法人の代表理事に報告し

なければならない。 

（事業報告及び収支決算書） 

第２５条 支部の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

  ２ 毎事業年度終了後、支部長は速やかに支部の事業報告及び収支決算書を作成し、

監事の監査及び支部総会の承認を得たうえで、この法人の代表理事に報告しなれば

ならない。 

  ３ この法人の代表理事は、支部の役員の活動、事業の計画及び執行状況等について

報告を求めることができる。 



 

第７章 支部事務局 

（支部事務局） 

第２６条 支部の事務処理を行うため、事務局を置く。 

  ２ 事務局に若干の事務職員を置く。 

  ３ 事務局に必要な事項は、役員会の承認を得て支部長が決める。 

（備え置く帳簿及び書類） 

第２７条 事務局には、次の各号に掲げる帳簿及び書類を備え置かなければならない。 

   なお、当該帳簿及び書類は、この法人の定款に従い保存しなければならない。 

  （１）支部規則 

  （２）支部会員名簿 

  （３）支部役員名簿 

  （４）総会及び役員会の議事録 

  （５）事業計画書 

  （６）収支予算書 

  （７）事業報告書 

  （８）収支決算書 

  （９）監査報告書 

  （１０）その他必要な帳簿及び書類 

第８章 支部の廃止 

（北海道支部の廃止） 

第２８条 支部の廃止は、支部長が総会の決議によりこの法人の代表理事に報告しなけれ 

ばならない。 

  ２ 支部の廃止は、前項の報告を受けてこの法人の理事会の決議により行うものとす

る。 

（規則の変更） 

第２９条 この規則の変更は、支部総会の議決を経て、この法人の理事会の決議により行

うものとする。 

        
（附則） 

この規則は、平成２８年４月１７日から施行する。 
この規則は、平成２９年２月 ８日から施行する。 
この規則は、令和 ６年３月１５日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 


